
▶�将来を見据え市町村の広域化の研究などを行う
「広域行政担当」を政策経営課に設置
�▶�公共施設全体の総括や計画を行う「財産総括室」
を検査管財課に新設
▶「公共施設等マネジメント推進室」を廃止
▶�地域のコミュニティをより推進するため、市民協
働課を「地域コミュニティ課」に名称変更
▶�高齢者など市役所へ来ることが難しい方へ職員が
出向く「地域コンシェルジュ」を市民課に配置

※市の組織機構図は、ホームページをご覧ください。
■市長公室
秘書広報課

千
政策経営課
情報政策課 霞

■総務部
総務課（選挙管理委員会事務局）

千

危機管理課
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歴史博物館 歴
スポーツ振興課 あ

 会計課 千

 議会事務局 千

 農業委員会事務局 霞

 監査委員事務局 千

 消防本部 他

【令和5年度　組織構造図】

千 ： 千代田庁舎　　霞 ： 霞ヶ浦庁舎　　働 ： 働く女性の家　　ウ ： かすみがうらウエルネスプラザ　　あ ： あじさい館　  　
水 ： 水道事務所　　公 ： 各公民館　　　歴 ： 歴史博物館
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問�政策経営課（千代田庁舎）

▶�これまで以上に子どもたちと子育て世代を支援す
べく、子ども家庭課を「子育て支援課」に名称変更

▶�市民の方々の健康を増進すべく、健康づくり増進
課を「健康増進課」に名称変更
▶�「新エネルギー担当」を地域未来投資推進課に設置
▶�都市整備課に都市構造再編集中支援事業を移管し
「都市再編推進室」を新設
▶�上下水道のさまざまな事業に対応するため「上下
水道部」を新設

4 月 1日から市役所の組織・機構が変わりました
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くらしのお知らせ

毎年 5月 5日の「こどもの日」から 1週間は「児
童福祉週間」と定められています。こどもや家庭、
健やかな成長について国民全体で考えることを目的
に、児童福祉の理念の普及と広報・啓発のための各
種行事を行っています。
【標語】小さなて　みんなではぐくみ　育ててく
問�子育て支援課（千代田庁舎）

道路に面した倒壊の危険があるブロック塀などの
撤去工事費用の一部を補助します。
期間：�11 月 30日木まで
金額：�次のいずれかで最も低い金額（消費税込み）
◉�補助対象経費（補助事業に要する額）の 3分の 2
◉�撤去する危険ブロック塀などの延長に 1ｍ当た
り 1万円を乗じた額の 3分の 2
◉10万円（上限額）
対象：�市の調査で、危険と判定されたブロック塀など
※�要件などの詳細は、ホームページをご覧ください。
問�都市整備課（霞ヶ浦庁舎）

危険なブロック塀などの撤去費用補助

市内の賃貸住宅にお住まいの方や親と同居してい
る市民などを対象に、住宅の新築や建て替えをする
費用の一部（最大 60万円）を補助します。
対象者：①～④のすべてに該当する市民の方
①�工事請負契約の締結日から継続して本市に住所を
有している 18歳以上 55歳未満の方
②建築基準法の検査済証の建築主と同一の方
③市内に住宅を複数所有していない方
④世帯全員が市税に未納がないこと　など
対象住宅：❶～❸のすべてに該当する住宅
❶自身が居住する一戸建て住宅の新築または改築
　（床面積 70㎡以上）
❷�工事請負契約の締結日が令和 3年 4月 1日以降
であること（変更契約を除く）
❸�新築（改築）の住宅の登記日から 1年以内であ
ること

※�補助額や申請方法などの詳細は、お問い合わせいた
だくか、ホームページをご覧ください。
問�都市整備課（霞ヶ浦庁舎）

住まいるマイホーム応援補助金

講演会のお知らせ

募集のお知らせ

ひとり親家庭の就業を支援するため、介護職員初
任者研修を開催します。
日時：6 月 25日日～ 10月 22日日
　　　午前 9時～午後 5時（日開催／全 14回）
場所：ラーク・ハイツ（水戸市八幡町 11-52）
定員：20 人
費用：�受講料無料（テキスト代 6,000 円とボラン

ティア保険加入代 392円は個人負担）
申込：5 月 25日木まで
※詳細は、お問い合わせください。
問�茨城県母子寡婦福祉連合会�☎ 029-221-8497

介護職員初任者研修

　茨城県知事の大井川和彦氏を講師に招き、茨城県
と本市の未来を考える講演会を開催します。
日時：5 月 10日水／午後６時
　　　（受け付けは午後５時から）
場所：千代田講堂
演題：�茨城のこれからの方向
　　　～ポストコロナ時代の茨城県政～
問�秘書広報課（千代田庁舎）

茨城県とかすみがうら市の未来を考えるつどい

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和 6
年 4月に小学校または義務教育学校へ入学する新
1年生の児童を対象に、入学祝い品（ランドセル）
を無償で贈呈します。対象者には個別に通知します。
贈呈時期：�令和 6年に開催する入学説明会で贈呈
※特別支援学校や市外の学校へ入学する方は個別に贈呈
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�学校教育課 ☎ 029-886-3327

新入学児へランドセルを贈呈

事業者の方を対象に、令和 5年 10月から開始す
る消費税のインボイス制度の概要や消費税の基本的
な仕組みについての説明会を開催します。

場所：土浦税務署（土浦市城北町 4-15）
定員：各回 30人（事前登録制／先着順）
※来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
問�土浦税務署法人課税第一部門�☎029-822-8571
　�個人課税第一部門�☎ 029-822-3516

インボイス制度に関する説明会

犬の集合注射を次の日程のとおり実施します。狂
犬病は、犬だけではなく人にもうつる病気で、発症
した場合ほぼ 100％死に至ります。犬の登録と狂
犬病予防注射は、狂犬病予防法で義務付けられてい
ますので、毎年必ず受けましょう。
【集合注射にかかる費用】
①新規登録：2,000 円　※登録済みの場合は不要
②予防注射料：3,000 円
③注射済票交付手数料：400円

※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

月日 時間 会場

5 月
9日
火

9:30 ～ 9:40 清水公民館
10:00 ～ 10:10 逆西 11区お祭り広場
10:40 ～ 11:00 大塚団地公民館
11:20 ～ 11:30 下原公民館
11:50 ～ 12:00 角来公民館
12:20 ～ 12:30 鹿野山公民館

5月
10日
水

9:30 ～ 9:40 上佐谷農村集落センター
10:00 ～ 10:10 下佐谷農村集落センター
10:30 ～ 10:45 中佐谷生活改善センター
11:15 ～ 11:30 上稲吉農村集落センター
11:50 ～ 12:00 下稲吉公民館

5月
11日
木

9:20 ～ 9:30 市役所千代田庁舎
9:50 ～ 10:00 横堀農村集落センター
10:20 ～ 10:30 上志筑公民館
10:50 ～ 11:00 高倉公民館
11:20 ～ 11:30 中志筑農村集落センター
11:45 ～ 11:55 下志筑公民館
12:10 ～ 12:20 幕ノ内生活改善センター

5月
１2日
金

9:30 ～ 9:40 上土田観音寺
10:00 ～ 10:10 市川田園都市センター
10:25 ～ 10:35 旧新治小学校
10:50 ～ 11:00 東野寺農村集落センター
11:20 ～ 11:30 新治生活改善センター
12:00 ～ 12:30 働く女性の家駐車場

5月
13日
土

9:20 ～ 10:00 市役所千代田庁舎
10:30 ～ 11:30 働く女性の家駐車場
12:10 ～ 13:00 市役所霞ヶ浦庁舎

5月
15日
🈷

9:30 ～ 9:50 旧 JA安飾支店倉庫前
10:10 ～ 10:20 柏崎コミュニティセンター
10:40 ～ 10:50 岩坪集落センター
11:10 ～ 11:25 農村環境改善センター駐車場
11:45 ～ 11:55 根本前原公民館

5月
16日
火

9:30 ～ 9:50 旧 JA下大津支店倉庫前
10:20 ～ 10:40 旧牛渡地区公民館
11:10 ～ 11:20 坂有河集落センター
11:40 ～ 12:00 市役所霞ヶ浦庁舎

5月
17日
水

9:30 ～ 9:50 新生集落ふるさとコミュニティセンター
10:20 ～ 10:30 旧志士庫地区第 2公民館
11:00 ～ 11:10 戸沢公園運動広場駐車場
11:40 ～ 11:50 深谷公民館
12:10 ～ 12:30 旧霞ヶ浦保健センター

飼い犬登録と狂犬病予防集合注射

対象 日時 申し込み先
土浦税務署

法人

4 月 21日金
①午前 10時～ 11時
②午後 1時 30分～
　午後 2時 30分

法人課税
第一部門
029-822-8571

個人
事業者

4 月 24日🈷
午後1時30分～2時30分
4 月 25日火
午前 10時～ 11時

個人課税
第一部門
029-822-3516

運行：�千代田庁舎・千代田ショッピングモール・神
立病院・霞ヶ浦庁舎・あじさい館・かすみが
うらウエルネスプラザへの常磐線をまたぐ運
行は、神立駅での乗り継ぎが不要

※�地域によって、乗り継ぎが必要な時間帯があります。
運賃：1 乗車 300円に値下げ（未就学児無料）
※常磐�線をまたぐ場合、料金は 2乗車分です。
指定乗降場所：�ベイシア玉造店を追加
　　　　　　　※霞ヶ浦地区からの乗り入れの��み
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�都市整備課（霞ヶ浦庁舎）

4月から乗合タクシー運行体系を変更

市内の施工業者を利用して個人住宅のリフォーム
（改修・改築）を行う方に、工事費（消費税抜き）
の 10%（上限 10万円）を補助します。
1次受付：4 月 3日🈷から受付中
2次受付：9 月 1日金から
※�予算の上限に達し次第、受付を終了します。（受付状
況はホームページでお知らせします）
※�申請前に着工した場合は、補助の対象になりません。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�地域未来投資推進課（霞ヶ浦庁舎）

住宅リフォーム資金補助金

　自宅から自転車での通勤・通学などに駐輪場を利
用している市民を対象に、利用料の 2分の 1（1カ
月の上限 1,000 円）を助成します。希望者は、必ず
今年度に初めて利用料を支払った月に申請ください。
要件：�1 カ月以上を単位として利用料金が発生する

駐輪場の利用料を支払い、利用していること
／世帯員に市税などの未納がないこと

必要書類：�交付申請書、駐輪場が発行した領収書な
どの写し、社員証・学生証など

申請先：�政策経営課（千代田庁舎）・中央出張所・
　　　　霞ヶ浦窓口センター（霞ヶ浦庁舎）
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�政策経営課（千代田庁舎）

令和 5年度から自転車駐車場
（駐輪場）利用料の一部を助成

令和 5年度児童福祉週間
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マイナンバーカードの申請件数の増加により、今
後、健康保険証の利用登録やマイナポイントの申し
込みなどで窓口の混雑が予想されるため、５月のマ
イナポイントに関する休日窓口を拡大します。

時間：午前 9時～正午、午後 1時 15分～ 5時
【マイナポイントの申し込みはお早めに】
　期限間近にはアクセスが集中し、サイトにつなが
りにくい状況が予想されます。手続きはお早めにお
済ませください。なお、ポイント
の申し込みや健康保険証の利用登
録は、スマホでも手続きできます。
問�市民課（千代田庁舎）

マイナポイントに関する休日窓口を拡大

場所 開設日

千代田窓口センター 4 月 9日日・23日日・
30日日

千代田窓口センター
霞ヶ浦窓口センター

5 月 3日水・7日日・
13日土・14日日・20日土・
27日土・28日日

　固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価
が適正かどうかを確認するために「価格等縦覧帳簿」
を縦覧することができます。
期間：�4 月 3日🈷～ 5月 1日🈷まで（土日㊗除く）
　　　午前 9時～正午・午後 1時～ 4時
場所：税務課、霞ヶ浦窓口センター（霞ヶ浦庁舎）
※�本人確認書類を持参してください。
問�税務課（千代田庁舎）

固定資産税に関するお知らせ

ポイント
申し込み

保険証の
利用登録

日時：5 月 3日水（荒天時は 4日木に順延）
①午後 1時出航（受付：午後 0時 15分～）
②午後 2時 15分出航（受付：午後 1時 30分～）
料金：大人2,000円、小人1,000円（未就学児無料）
予約：電話またはアプリによる事前予約（先着順）
募集期間：4 月 21日金～ 5月 2日火
※電話予約は平日午前 8時 30分～午後 5時 15分
※乗船した方には特典（ノベルティ）を配布します。
問�観光課（霞ヶ浦庁舎）

観光帆引き船 先行操業

　市では、春に開始する接種の準備を進めています。
詳細は決まり次第、広報誌やホームページなどでお
知らせします。

接種会場：①接種協力医療機関
（ 予 定 ）　②�市集団接種会場
　　　　　　（かすみがうらウエルネスプラザ）
【その他の接種区分】
◉小児（5～11歳）
　�初回接種（1・2回目）、追加接種（3・4
回目）を 4月以降も引き続き実施します。
◉乳幼児（生後6カ月～4歳）
　�初回接種（1～ 3回目）を、4月以降も
引き続き実施します。接種券の交付を受
けるには、事前申請が必要です。

問�健康増進課�☎ 029-898-2312�

新型コロナワクチン接種

対象（1・2回目接種済みで次に該当する方）

◉65歳以上の方

◉�基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師が
認める方

◉�重症化リスクの高い方が集まる場所でサービスを提
供する医療機関や高齢者・障がい者施設などの従事者

小児

乳幼児

【濁りの原因】
　水道管の漏水や水道工事による断水、火災による
消火栓の使用などにより、水道管内に付着した鉄分
などが流れることで発生する場合があります。
※�濁り水の飲用はお控えください。なお、少量の濁り
水を飲んでも、鉄は人体への吸収率が低く大部分が
排出されます。

【濁り水が発生したときの手順】
①�発生場所などを把握するため、上下水道お客様セ
ンターまたは上下水道課へご連絡ください。
②�屋外にある蛇口（屋外に水道がない場合は給湯器
を通らない蛇口）で水が透明になるまで排水し、
排水時間や場所などの記録をお願いします。
③�水が透明になるまで排水した分の水道料金を減免
しますので、再度連絡をお願いします。

※�①の連絡は、「いばらき電子申請・届出サー
ビス」から行うこともできます。
問�上下水道お客様センター
　�☎ 029-897-2300 ／☎ 029-897-1346
　�上下水道課
　�☎ 0299-59-2111 ／☎ 029-897-1111

電子申請

水道水の濁りが発生したときは


